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社会福祉法人 こころ 役員及び評議員の報酬及び費用弁償規程  

 

(趣旨) 

第１条   この規程は、社会福祉法人こころ(以下「こころ」という。) の定款第８条(評

議員の報酬等)、定款第 21 条(役員の報酬等)に基づき、必要な事項を定める

ものとする。 

(報酬) 

第２条   理事及び評議員は無報酬とする。 

２     監事がこころの事業運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、監査

指導報酬として年額 40,000 円を支給する。 

(費用弁償) 

３条    役員及び評議員に対する費用弁償として、会議出席につき１回 2,000 円を支

給する。但し職員理事については支給しない。 

２     役員及び評議員に対する旅費日当は、こころの出張旅費規程に基づき支給す

る。 

(付則)  

１     この規程は 2017 年６月 13 日こころ評議員会にて決定され、即日施行する。 

 

 

 

 

 

 

 


